
新しい市役所本庁舎のお知らせ
『健康広場』『ストリートスポーツ広場』の整備を検討しています

問い合わせ
本庁舎整備推進グループ
（☎57１０９８）

　新庁舎の外構には、陸上競技場跡地の広い敷地を生かし、多世代が
いつでも行きたくなるような、さまざまな広場を造ります。
　高台に建設予定の庁舎への傾斜を利用し、遊歩道とアスレチック遊
具を組み合わせた『健康広場』を整備します。木漏れ日の中をゆっく
りと散策でき、ネット遊具や休憩用のベンチを設置することで、小さ
な子ども連れから高齢者まで一緒に楽しむことができます。また、庁
舎前にはバスケットボールなどが楽しめる『ストリートスポーツ広場』
を整備します。バスケットコートやゴールだけでなく、コンクリート
で舗装された広いスペースの整備を予定しており、自転車やスケート
ボードの練習にも利用できます。 ▲広場のイメージ図

最新情報はこちら▶

大型水槽車を配備しました
問い合わせ　消防本部総務グループ（☎85９６１１）

　１月30日、市消防本部では初めてとなる大型水槽車が納車、配備されました。
　このたび配備された大型水槽車は、全長約９．３㍍、10㌧級の車両で、消防本部に配備されている消防車
の中で一番の大型車両となります。
　通常の消防車には２㌧の水槽が搭載されていますが、今回配備した車両には、通常の消防車５台分となる
10㌧の水槽が搭載されており、震災や道路寸断時に消防水利と
して活用することができるなど、必要な消防水利が不足してい
る地域などでの消火活動で、大きな力を発揮します。
　また、積載している小型動力ポンプを使用することにより、
単独で放水することもできます。
　なお、この車両は消防署東支署に配備されるため、腐食を考
慮した特殊な塗装を車両下部に施しています。
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こんなときには
国民年金の手続きが必要です

問い合わせ　年金・長寿医療グループ（☎85２１３７）

　日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、
厚生年金保険に加入していない方は、国民年金に
加入する義務があります。
　国民年金には加入種別があり、本人や配偶者の
就職・転職・結婚などで種別が変更となった場合
は手続きが必要です。
　手続きをしなかった場合、基礎年金（老齢・障
害・遺族）を受け取れなくなることもあります。
必ず手続きをしましょう。

被保険者の種別
・第１号被保険者…学生・自営業者・農林漁業者など第２号、第３号被保険者に該当しない方
・第２号被保険者…会社員・公務員など厚生年金に加入している方
・第３号被保険者…第２号被保険者に扶養されている配偶者　

こんなとき 被保険者の種別 手続き先
第２号被保険者に扶養されている配偶者が 未加入⇒第３号

配偶者の勤務先配偶者が就職して第２号被保険者になり、
その第２号被保険者に扶養されるように
なったとき

第１号⇒第３号

第２号被保険者が 歳になる前に、会社な
どを退職したとき 第２号⇒第１号 年金・長寿医療グループ、

各支所
第２号被保険者である方が会社などを退職
し、第２号被保険者である配偶者に扶養さ
れるようになったとき

第２号⇒第３号 配偶者の勤務先

第２号被保険者（配偶者）に扶養されてい
た方で、その配偶者が退職したとき

第３号⇒第１号 年金・長寿医療グループ、
各支所

年金受給資格がある第２号被保険者（配偶
者）が 歳になり、その配偶者に扶養され
ていた方が 歳未満のとき
収入の増加や離婚などで第２号被保険者
（配偶者）の扶養から外れるようになった
とき

学生など、厚生年金に加入していない方が
歳になったとき 未加入⇒第１号

※日本年金機構から加入した
ことのお知らせが届きます。
届かない場合は年金・長寿
医療グループ、各支所で手
続きが必要です。
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